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改 正 後 改 正 前

名 称 区 域

関金地域 平成 年 月 日市町合併前 関金町

区域 、次 区域 除 区域

平成 年鳥取県告示第 号 定 天

神川森林計画区 係 地域森林計画 平

成 年 月 日市町合併前 関金町 係

林班番号 、 、

、 、 、 、 、 、

、 、 及

区域、同林班番号 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、

、 、 及 各一部 区域、平成

年 月 日現在 国有林 林班番号

、 区域並 同林

班番号 一部 区域

名 称 区 域

関金農業振

興地域

関金町 区域 、次 区域 除

区域

昭和 年 月鳥取県告示第 号 定

倉吉森林計画区 係 地域森林計画

関金町 係 林班番号 、

、 、 、 、 、 、

、 、 、 及

区域、同林班番号 、 、

、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 及 各一部

区域、昭和 年 月 日現在 国有林

林班番号 、 区域、同

林班番号 一部 区域並 昭和 年

月 日現在 大坂谷 三官行造林地
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農地法第 条第 項第 号 農地又 採草放牧地 面積等 一部改正（ ）（〃）…………

県道 路線 認定 一部改正（ 件）（ ～ ）（道路課）……………………………………

昭和 年鳥取県告示第 号（農業振興地域 区域 変更 ） 一部 次 改正 、平成 年

月 日 施行 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。

告 示

鳥取県告示第 号

の の の

の は の の

の の の

の の について の を のように し

から する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を り に する が

しない には を える

２ １

３ ２ ５ ２

５ ４

３

３

171 172

173

174 178

57 1064 17

22

17 18

171

目 次

告 示



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 18 322 ３

略

区域

略

改 正 後 改 正 前

名 称 区 域

倉吉地域 平成 年 月 日市町合併前 倉吉市

区域 、次 区域 除 区域

平成 年倉吉市告示第 号

変更後 倉吉都市計画用途地域 係

区域及 昭和 年倉吉市告示第 号

同用途地域 除外 区域

平成 年鳥取県告示第 号 定

天神川森林計画区 係 地域森林計画

平成 年 月 日市町合併前 倉吉

市 係 林班番号 、 、 、

、 、 、

、 、

、 、 、 、 、 、 、

、 、

及 区域並 同林班番号 、

、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、

、 及 各一部 区域、平

成 年 月 日現在 国有林 林班番

号 区域並 平成

年 月 日現在 本谷奥 四官行造

林地及 白金谷官行造林地 区域

名 称 区 域

倉吉地域 倉吉市 区域 、次 区域 除

区域

平成 年倉吉市告示第 号

変更後 倉吉都市計画用途地域 係

区域及 昭和 年倉吉市告示第 号

同用途地域 除外 区域

平成 年鳥取県告示第 号 定

天神川森林計画区 係 地域森林計画

倉吉市 係 林班番号 、 、 、

、 、

、 、 、

、 、 、 、 、

、 、 、 、

及 区域並 同林班

番号 、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、

、 、 及 各一部 区域、

平成 年 月 日現在 国有林 林班

番号 区域並 平成

年 月 日現在 本谷奥 五官行

造林地及 白金谷官行造林地 区域
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平成 年鳥取県告示第 号（農業振興地域 区域 変更 ） 一部 次 改正 、平成 年

月 日 施行 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

平成 年鳥取県告示第 号（農地法第 条第 項第 号 農地又 採草放牧地 面積等 ） 一部 次
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改 正 後 改 正 前

郡市名 区 域

農地法

第 条

第 項

第 号

農地

又 採

草放牧

地 面

積（

ー

）

農地法

第 条

第 項

第 号

小作

地 面

積（

ー

）

略

倉吉市

略

下米積、上米積、下福田、

上福田、服部、今在家、桜、

河来見、上大立、大立、立

見、椋波、般若、福積、岡、

関金町泰久寺、関金町松河

原、関金町大鳥居、関金町

安歩、関金町野添、関金町

小泉、関金町米富、関金町

福原、関金町明高、関金町

堀及 関金町今西

関金町山口、関金町郡家

及 関金町関金宿

略

略

略

郡市名 区 域

農地法

第 条

第 項

第 号

農地

又 採

草放牧

地 面

積（

ー

）

農地法

第 条

第 項

第 号

小作

地 面

積（

ー

）

略

倉吉市

略

下米積、上米積、下福田、

上福田、服部、今在家、桜、

河来見、上大立、大立、立

見、椋波、般若、福積及

岡

略

略

略

関金町大字泰久寺、大字

松河原、大字大鳥居、大字

安歩、大字野添、大字小泉

大字米富、大字福原、大字

明高、大字堀及 大字今西
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改正 、平成 年 月 日 施行 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。
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東伯郡

琴浦町大字逢束、大字浦

安、大字上伊勢、大字中尾、

大字槻下、大字金屋、大字

竹内、大字宮木、大字高岡、

大字大父及 大字山川

北条町土下、米里、島、

北尾、田井、弓原、下神、

松神及 曲

大栄町大字由良宿、大字

妻波及 大字大谷

琴浦町大字野田、大字福

永、大字大杉、大字山田、

大字公文、大字倉坂、大字

勝田、大字西宮、大字太一

垣、大字佐崎及 大字中村

平成 年 月 日町村合

併前 東郷町 区域（大字

田畑及 大字久見 除 。）

略

略

東伯郡

琴浦町大字逢束、大字浦

安、大字上伊勢、大字中尾、

大字槻下、大字金屋、大字

竹内、大字宮木、大字高岡、

大字大父及 大字山川

関金町大字山口、大字郡

家及 大字関金宿

北条町土下、米里、島、

北尾、田井、弓原、下神、

松神及 曲

大栄町大字由良宿、大字

妻波及 大字大谷

琴浦町大字野田、大字福

永、大字大杉、大字山田、

大字公文、大字倉坂、大字

勝田、大字西宮、大字太一

垣、大字佐崎及 大字中村

平成 年 月 日町村合

併前 東郷町 区域（大字

田畑及 大字久見 除 。）

略

略

改 正 後 改 正 前
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整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

略

常藤関金線
（岡山県真庭郡中和村）

倉吉市関金町山口

羽出三朝線
（岡山県苫田郡鏡野町）

東伯郡三朝町

加茂用瀬線
（岡山県津山市）

鳥取市用瀬町安蔵

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

略

常藤関金線
（岡山県真庭郡中和村）

東伯郡関金町

羽出三朝線
（岡山県苫田郡奥津町）

東伯郡三朝町

加茂用瀬線
（岡山県苫田郡加茂町）

鳥取市用瀬町安蔵
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鳥取県告示第 号174

昭和 年鳥取県告示第 号（県道 路線 認定 ） 一部 次 改正 、平成 年 月 日

施行 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博
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改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

返余戸線
（岡山県津山市）

鳥取市佐治町余戸

略

大高下口波多線
（岡山県津山市）

八頭郡智頭町大字口波多

福本関金線
東伯郡三朝町大字福本

倉吉市関金町関金宿

略

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

返余戸線
（岡山県苫田郡阿波村）

鳥取市佐治町余戸

略

大高下口波多線
（岡山県苫田郡阿波村）

八頭郡智頭町大字口波多

福本関金線
東伯郡三朝町大字福本

東伯郡関金町大字関金宿

略

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

下見関金線
東伯郡琴浦町大字下見

倉吉市関金町関金宿

略

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

下見関金線
東伯郡琴浦町大字下見

東伯郡関金町大字関金宿

略
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な な
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昭和 年鳥取県告示第 号（県道 路線 認定 ） 一部 次 改正 、平成 年 月 日

施行 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

昭和 年鳥取県告示第 号（県道 路線 認定 ） 一部 次 改正 、平成 年 月 日

施行 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

昭和 年鳥取県告示第 号（県道 路線 認定 ） 一部 次 改正 、平成 年 月 日
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改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

略

東伯野添線
東伯郡琴浦町

倉吉市関金町野添

倉吉江府溝口線
倉吉市

西伯郡伯耆町

日野郡江府町

略

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

略

東伯野添線
東伯郡琴浦町

東伯郡関金町大字野添

倉吉江府溝口線
倉吉市

西伯郡伯耆町

東伯郡関金町

日野郡江府町

略

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

略

東伯関金線
東伯郡琴浦町

倉吉市関金町服部

東伯郡大栄町

略

整理

番号
路 線 名

起 点

終 点
重要 経過地

略

東伯関金線
東伯郡琴浦町

東伯郡関金町

東伯郡大栄町

倉吉市

略

な な

な な

44
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45

50 50
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次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

平成 年鳥取県告示第 号（県道 路線 認定 ） 一部 次 改正 、平成 年 月 日

施行 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。
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